
新たな地理空間情報活用推進基本計画（案）の構成

◆ 基本的な考え方

１．現基本計画策定（平成20年4月15日閣議決定）以降の社会経済情勢の変化、技術の進展等を踏まえ、
 新たな基本計画の目指す基本的方針を明確化。（第Ⅰ部）
 社会での地理空間情報の利活用を進めるための具体的施策を記述。（第Ⅱ部）
 特に、災害に強く持続可能な国土づくりについて、個別に章を設けて記述。（第Ⅱ部）

２．計画期間は、平成24年度から28年度の５年間

はじめに

１ Ｇ空間社会の実現により目指すべき姿
○国土の利用、整備及び保全の推進、災害に強く持続可能な国土の形成

○安全・安心で質の高い暮らしの実現
○新たなサービス・産業の創出
○行政の効率化・高度化、新しい公共の推進

２ 地理空間情報を巡る現状と課題
●前基本計画の成果・達成状況と課題
（基盤地図情報、ガイドライン、みちびき、Ｇ空間ＥＸＰＯ）

●地理空間情報を巡る社会情勢の変化
（情報通信、測量・測位技術の進展、大震災の発生と教訓への対応）

３ 本計画が目指す基本的方針
●社会のニーズに応じた持続的な地理空間情報の整備と

新たな活用への対応
●実用準天頂衛星システムの整備、利活用及び海外展開

●地理空間情報の社会へのより深い浸透と定着

●東日本大震災からの復興、災害に強く持続可能な国土
づくりへの貢献

４ 計画の効果的推進
（法制上の措置、各種計画との連携、計画のフォローアップ等）

新たな基本計画

地理空間情報の活用推進の意義

Ｇ空間社会の実現により目指すべき姿
○国土の利用、整備及び保全の推進等
○国民生活の安全・安心と利便性の向上
○新たな産業・サービスの創出と発展
○行政の効率化・高度化

現状の課題
○地理空間情報の整備・提供・流通の促進
○基盤地図情報の整備・更新・提供等
○衛星測位に係る研究開発、技術実証・利用実証の推進
○産学官の連携の強化

計画の重点施策及び効果的推進
（計画期間、施策の重点、効果的な推進方策等）

現基本計画

第Ⅰ部 地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針 赤字／拡充事項等
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１ 地理情報システム（ＧＩＳ）に関する施策
○社会の基盤となる地理空間情報の整備・更新

（国土・海洋の基礎的な地図情報 等）
●高度活用のための新たな基盤の整備

（場所情報コード、屋内外シームレス測位 等）

２ 衛星測位に関する施策
●実用準天頂衛星システムの整備の推進等
●実用準天頂衛星システム等の利活用の促進
●実用準天頂衛星システム海外展開と国際協力の推進等

３ 地理空間情報を活用した様々な取組の進展と深化に
つながる施策

●国土の利用、整備及び保全の推進、災害に強く持続可能な国土の形成

●安全・安心で質の高い暮らしの実現
●新たなサービス・産業の創出
●行政の効率化・高度化、新しい公共の推進

４ 地理空間情報の整備と活用を促進するための総合的な施策
●地理空間情報の共有と相互利用の推進

（防災・復興にも役立つ情報センター、ポータルサイト）
○適切な整備・流通・利用のためのルールの整備

（国の安全、個人情報、二次利用、標準化推進）
●関係主体の推進体制、連携強化

（関係主体の連携強化による一体的かつ計画的な推進 等）
○研究開発の戦略的推進、知識の普及・人材の育成等

（研究開発マップ、Ｇ空間ＥＸＰＯ、人材育成）
●海外展開、国際的な取組との連携

５ 震災復興・災害に強く持続可能な国土づくりに関する施策
●東日本大震災からの復興のための基盤の整備、地理空間情報の活用

●今後の災害に備えた防災・減災に役立つ地理空間情報の整備・流通・活用

※ 他の施策とともに総合的に推進

新たな基本計画

地理情報システム（ＧＩＳ）に関する施策
○整備・提供に関する基準等の策定・普及
○地理空間情報の整備・更新・提供の推進
○地理情報システムの活用の促進
○個人情報の保護等配慮すべき事項

衛星測位に関する施策
○衛星測位に係る連絡調整等
○衛星測位に係る研究開発の推進等

地理空間情報の活用の推進に関する全般的施策
○調査・研究等の実施
○知識の普及、人材の育成等
○行政における地理空間情報の活用
○国際協力の推進 等

現基本計画

第Ⅱ部 今後の地理空間情報の活用の推進に関する施策の具体的展開

新たな地理空間情報活用推進基本計画（案）の構成 （続き）

赤字／拡充事項等
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